
 

 

 

 

請   書 

 

業 務 名 

 

履 行 場 所 

 

履 行 期 間  令和○年○月○日から令和○年○月○日まで 

 

業務委託料  ￥          － 

      （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥      － ） 

 

契約保証金  契約規則第３４条第１項第○号の規定により免除 

 

仕 様 書  別紙のとおり 

 

支 払 条 件  検査合格後、所定の手続による受注者からの適法な支払請求書を受理した

日から 30日以内とする。 

 

  上記の業務について、東広島市契約規則（平成 20 年東広島市規則第 14 号）その他の

関係法規及び裏面記載事項の条件を承諾して、請けます。 

 

 

  令和○年○月○日 

 

東広島市 

代表者 東広島市長 髙 垣  德  様 

 

受注者 住所 

    名称 

    代表者 

 

 

 

 

 

 

 

 

印紙 

必ず、両面コピーによること。 



１ あらかじめ東広島市の承諾を得た場合を除き、委託業務の全部若しくは一部を第三者

に委託し、又は請け負わせないこと。 

２ 受注者は、委託業務が完了したときは、直ちに、仕様書等に定めるところにより、  

その旨を東広島市に通知し、東広島市の検査を受けて、合格しなければならないこと。 

３ 受注者は、委託業務の実施に際し、自己の責めに帰すべき事由により、東広島市又は

第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。 

４ 受注者は、実施した委託業務の成果が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いものであるときは、東広島市からの履行の追完の請求に応じること。 

５ 前項の場合において、東広島市が相当の期間を定めて履行の追完を催告したにもかか

わらず、その期間内に履行の追完ができないときは、その不適合の程度に応じて代金の

減額に応じること。また、次の各号に該当する場合は、東広島市が催告をすることなく、

直ちに代金の減額を請求することとすること。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し

なければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行を

しないでその期間を経過したとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、東広島市がこの項による催告をしても履行の追完をし

ないことがあきらかであるとき。 

６ 受注者は、その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができな

かったときは、東広島市に対し、損害金を支払うこと。この場合においての損害金の額

は、履行期間の末日（履行期間がその末日の午後１２時をもって満了する場合は、その

翌日）から委託業務を完了した日までの日数に応じ、当該履行の遅滞に係る部分の委託

料に相当する額として東広島市が定める額につき、算定対象の期間において適用される

政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和２４年法律第２５６号)第８条第１項の

規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した額とすること。 

７ 東広島市は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除すること。 

（１）受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に委託業務が完了しないこと、又は

契約を誠実に履行する見込みがないことが明らかであると認められるとき。 

（２）この請書に定められた義務の履行を怠り、又は違反し、その違反により契約の目的

を達することができないと認められるとき。 

（３）東広島市物品の調達等に係る契約における暴力団等の排除に関する要綱（平成２１

年東広島市訓令第４７号）別表（以下「暴力団等排除要綱別表」という。）に掲げる

要件のいずれかに該当するとき。 

（４）再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が暴力団等排除要綱別表に掲げる要

件のいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められる

とき。 

（５）暴力団等排除要綱別表に掲げる要件のいずれかに該当する者を再委託契約その他の

契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、東広島市が受注者

に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

８ 受注者は、自己の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合においては、違約

金として、委託料の額の１０分の１に相当する額を、東広島市が指定する期限までに支

払うこと。 

９ 違約金は、損害賠償の額の予定又はその一部と解釈しないものとすること。 

１０ 受注者は、自己の責めに帰すべき事由により東広島市が契約を解除したことに起因

して損害を受けることがあっても、その損害の賠償を東広島市に請求することができな

いこと。 

１１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○こと。 

 


